
戸沢村野球場夜間照明ＬＥＤ照明一式の賃貸借にかかる 

公募型プロポーザル実施要領 

 

戸沢村野球場夜間照明ＬＥＤ取替工事に係る公募型プロポーザルの各種手続

き、要件及び審査等の内容については次のとおりとする。 

 

１.目的 

施設運営における環境負荷の低減の必要性や電気料金の値上げなどによ

る財政負担の増加などが課題となっていることから、公共施設等で今日広

く導入されている、省エネルギー・長寿命のＬＥＤ照明器具への更新が必

要と考えている。ついては、対象施設への照明設備導入計画の策定、交換

工事、保守・維持管理に関する事業者からの提案を受け、戸沢村にとって

最も優れていると考えられる提案を選定するため、企画提案可能な公募型

プロポーザル方式を採用する。 

 

２.業務の概要 

（1）業務名 

戸沢村野球場夜間照明ＬＥＤ照明一式の賃貸借 

（2）業務の内容 

「戸沢村野球場夜間照明ＬＥＤ照明一式の賃貸借にかかる仕様書」のとおり 

（3）業務期間（交換工事の期限） 

  契約締結日の次の日からから令和３年１２月２０日 

（4）契約期間 

契約締結の日から１２０ケ月 

（5）見積限度額 １７,８２０,０００円（年額1,782,000円） 

（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３.委託予定者選定方法 

企画提案書等の公募によるプロポーザル方式により選定する。 

 

４.参加資格要件 

応募者の参加資格は、以下の通りとする。 

（1）応募者は、本業務を行う能力を有する企業であること。 

（2）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の

規定に該当しない者であること。 

（3）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年）法律第７



７号第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。また、暴力団員が経

営上に事実上参加していないこと。 

（4）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社

更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に

基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可

が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。）でな

いこと。 

（5）その他、法令等に違反していない者又は違反する恐れがない者である

こと。 

（6）山形県内の地方公共団体における類似事業の賃貸借契約実績を有して

いる事。 

（7）戸沢村で行う打ち合わせ等に出席できること。 

 

５.スケジュール（予定） 

手続等 期限等 

プロポーザル実施要領、仕様書等の

公表、質疑受付開始 
令和３年７月２７日（火） 

質問書提出締め切り 令和３年８月 ２日（月） 

質問書回答 令和３年８月 ３日（火） 

参加申込書提出 
令和３年８月 ５日（木） 

郵送の場合は当日消印有効 

企画書提出締め切り 令和３年８月１３日（金） 

書類審査 

（プレゼンテーションは実施しません。） 
令和３年８月中旬 

評価、採点 令和３年８月中旬 

結果通知 選定後一週間以内 

（1）   

 

６.参加申込書及び資格確認書類の提出 

応募者は、次により参加申込書及び資格確認必要な書類を持参又は郵送す

ること。 

（1）受付場所 

山形県最上郡戸沢村大字名高1593-86   

戸沢村教育委員会 共育課 社会教育体育係 



Mail：syakyou＠vill.tozawa.yamagata.jp 

（2）参加申込書及び資格確認書類 

応募者は、下記に①から⑦に示す提出書類一式をＡ４縦ファイルに綴

じたものを２部（正本１部・副本１部）提出すること。 

① 参加表明書 【様式第２号】 

② 会社概要  【様式第３号】 

所在地、直近決算の状況、職員数、営業年数、その他について記載

すること。 

※各社が印刷している「パンフレット」等があれば適宜添付のこ

と。 

③ 商業登記簿謄本（受付日前３ヵ月以内に発行されたもの、写し可） 

④ 納税証明書（写し可） 

最新決算報告をした事業年度の確定申告分の法人税、法人事業所税

の納税証明書を各１通、複数の事業所がある場合は、本社所在地の

官公庁が発行する納税証明書を提出すること。 

⑤ 財務諸表等（写し可） 

最新決算報告をした事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分

計算書などの財務諸表を綴じたもの。 

⑥ 県内類似事業の実績 【様式第４号】 

県内の地方公共団体における公共施設ＬＥＤ化事業の実績 

    ⑦  業務工程表 

（3）参加資格確認結果通知 

 参加資格確認結果は、文書（電子メール）で村から応募者に通知す

る。なお、提案書の提出者として資格が確認された者については、次

の通り提案要請書を文書（電子メール）にて送付する。 

通知日：令和３年８月９日（月） 

（4）参加を辞退する場合 

 提案要請書の通知を受けた応募者が以降の参加を辞退する場合は、

提案書受付締切日の午後５時までに、提案辞退届【様式第５号】を１

部、事務局に持参又は郵送（必着）で提出すること。 

 

７.質問事項について 

（1）質問事項がある場合、質問書【様式第１号】に質問内容を記載の上、

持参、郵便又は電子メールにより、担当まで提出すること。 

（2）受付期間 

令和３年７月２７日（火）～令和３年８月２日（木）午前12時まで 



（3）回答期間 

令和３年８月３日（火）までに質問者全員に対して電子メールにて回

答する。 

８.提案書の提出 

（1）提出書類 

① 提案書提出届        【様式第６号】 

② 類似事業実績一覧表     【様式第７号】 

③ 使用機器提案書       【様式第８号】 

④ 工事施工方法及び工期    【様式第９号】 

⑤ 維持管理提案書       【様式第１０号】 

⑥ 見積書           【※任意書式】 

（2）提出部数 

提出書類は、令和３年８月１３日（金）までに６部を持参又は郵送

にて提出すること。なお、提案書の作成及び提出に係る費用は提出者

の負担とし、提案書は返却しない。 

（3）見積書について 

 賃貸借見積書は、機器代金、灯具交換費用が分かる任意書式の内訳

書を添付の上、月額及び総額リース料が記載された任意の見積書にて

提出を行うこと。 

 

９.提案書の審査及び契約候補者の選定 

（1）審査 

提出された提案書の内容について、選定委員会において別に定める評

価項目に基づき審査を行い、本業務遂行にあたり最も適している参加

事業者を最優秀提案者として優先交渉権者となり、次に高い提案者を

次点者として選定する。最優秀提案者と村との間で本事業に関する詳

細協議を実施し、協議が整った場合には賃貸借契約を締結し、契約事

業者となる。 

（2）審査結果について 

参加事業者全てに対して書面にて通知を行う。 

選定結果に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けない。 

 

１０.失格 

次に該当する応募者は失格とする。 

①参加表明書の提出から契約締結までの間に社会的信用を失墜させる行為

を行ったことが判明した場合 



②提案書類に虚偽の記載があった場合 

③審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

④本募集要項に違反すると認められる場合 

⑤「２．業務概要（４）」に記載する事業限度額以上の見積額が提案され

た場合 

１１、契約 

 契約内容及び契約金額は、第一優先交渉権者と、提案書等をもとに協議した

うえで決定し、随意契約により契約を締結する。尚、第一優先交渉権者との交

渉が不調に終った場合は時点とされたものと交渉する場合があります。 

 

１２、担当部署 

所在地 ：〒９９３－６３１３  

山形県最上郡戸沢村大字名高１５９３－８６ 

担当窓口：戸沢村教育委員会 共育課 社会教育体育係 

電  話：０２３３－７２－２３０４ 

E-Mail ：shakyou@vill.tozawa.yamagata.jp 


